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後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは？
• 先発医薬品と治療学的に同等であるとして製造販売が承認された医薬品です。
特に、先行バイオ医薬品の後発医薬品をバイオ後続品といいます。

• 一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に
比べて薬価が安いのが特徴です。

• 後発医薬品を普及させることで、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に繋げる
ことができます。

当院では、後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進のための施策に積極的に取り
組んでおり、後発医薬品使用体制加算及びバイオ後続品使用体制加算の届出を
行っております。

昨今、医薬品の供給不足が生じており、場合によっては薬剤が変更になることが
ございます。
医師・薬剤師にて適切に治療計画の見直しを行い、ご説明をいたしますので
ご了承ください。


